
(57)【要約】

【課題】  本発明は書籍などの物品の販売買い取り管理

方法に係り、物品の販売と買い取りとを関連付けて行う

ことにより、良質の商品を早期に売り戻す動機をユーザ

ーに与えることを目的とする。

【解決手段】  個々の個体を特定するためのオリジナル

コードが付された物品の販売および買い取りを管理す

る。物品の販売時に、その物品に付されているオリジナ

ルコードを取得する。そのコードデータに基づいて販売

の対象となっている物品の個体を特定し、その特定され

た物品に関する情報として、データベースに販売日を記

録する。物品の買い取り時に、その物品に付されている

オリジナルコードを取得する。取得したデータに基づい

てデータベースを検索することにより、買い取りの対象

となっている物品の販売日を特定する。販売日から買い

取り日までの期間に基づいて物品の買い取り価格を演算

し、ユーザーに提示する。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  個々の個体を特定するためのオリジナル

コードが付された物品の販売および買い取りを管理する

システムであって、

物品の販売時に、その物品に付されているオリジナルコ

ードを販売データとして取得する手段と、

前記販売データに基づいて販売の対象となっている物品

の個体を特定し、その特定された物品に関する情報とし

て、データベースに販売日を記録する手段と、

物品の買い取り時に、その物品に付されているオリジナ

ルコードを買い取りデータとして取得する手段と、

前記買い取りデータに基づいて前記データベースを検索

することにより買い取りの対象となっている物品の販売

日を特定する手段と、

販売日から買い取り日までの期間に基づいて物品の買い

取り価格を演算する手段と、

を備えることを特徴とする物品の販売買い取り管理シス

テム。

【請求項２】  物品の買い取り価格を演算する前記手段

は、

前記買い取り日が所定の早期売り戻し期間内である場合

に前記買い取り価格を優遇買い取り価格とする手段と、

前記買い取り日が所定の早期売り戻し期間外である場合

に前記買い取り価格を前記優遇買い取り価格に比して安

い価格とする手段と、

を含むことを特徴とする請求項１記載の販売買い取り管

理システム。

【請求項３】  外部コンピュータとの通信を可能とする

通信手段と、

外部コンピュータに対して物品の販売サイトを提供する

手段と、

物品が早期に売り戻される場合には、優遇された買い取

り価格が適用されることを、前記販売サイトに表示する

優遇措置表示手段と、

を更に含むことを特徴とする請求項１記載の販売買い取

り管理システム。

【請求項４】  前記優遇措置表示手段は、

物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間内である場

合に適用される優遇買い取り価格を表示する手段と、

物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間外である場

合に適用される通常買い取り価格を表示する手段と、

を含むことを特徴とする請求項３記載の販売買い取り管

理システム。

【請求項５】  外部コンピュータとの通信を可能とする

通信手段と、

外部コンピュータに対して物品の買い取りサイトを提供

する手段と、

前記買い取りサイトの所定箇所に入力されたオリジナル

コードを読み取る手段と、

読み取ったオリジナルコードに対応する物品を特定し、

その物品についての前記買い取り価格を前記買い取りサ

イトに表示する買い取り価格表示手段と、

を更に備えることを特徴とする請求項１または３記載の

販売買い取り管理システム。

【請求項６】  前記買い取り価格表示手段は、

物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間内である場

合に適用される優遇買い取り価格を表示する手段と、

物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間外である場

合に適用される通常買い取り価格を表示する手段と、

を含むことを特徴とする請求項５記載の販売買い取り管

理システム。

【請求項７】  外部コンピュータとの通信を可能とする

通信手段と、

外部コンピュータに対してユーザー別に個人サイトを提

供する手段と、

ユーザー毎に、物品の購入および売り戻しに関する履歴

を記録する手段と、

前記個人サイトに、個々のユーザーが保有する物品のリ

ストと、それらの物品それぞれについての前記買い戻し

価格とを表示する情報表示手段と、

を更に備えることを特徴とする請求項１，３および５の

何れか１項記載の販売買い取り管理システム。

【請求項８】  前記情報表示手段は、

前記リストに含まれる物品のうち所定の早期売り戻し期

間が経過していないものについて、所定の優遇買い取り

価格を表示する手段と、

前記リストに含まれる物品のうち所定の早期売り戻し期

間が経過しているものについて、前記優遇買い取り価格

に比して安い通常買い取り価格を表示する手段と、

を含むことを特徴とする請求項７記載の販売買い取り管

理システム。

【請求項９】  ユーザーに販売された後売り戻されてい

ない物品のうち、前記早期売り戻し期間の満了日まで所

定日数となったもの、或いは販売日から所定日数が経過

したものを抽出する手段と、

抽出された物品を保有するユーザーに対して、早期売り

戻し期間の満了が間近であることを知らせる電子メール

を送信する手段と、

を更に備えることを特徴とする請求項４，６および８の

何れか１項記載の販売買い取り管理システム。

【請求項１０】  個々の個体を特定するためのオリジナ

ルコードが付された物品の販売および買い取りを管理す

る方法であって、

購入した物品を早期に売り戻すと優遇された買い取り価

格が適用されることをユーザーに広告するステップと、

物品の販売時に、その物品に付されているオリジナルコ

ードを販売データとして取得するステップと、

前記販売データに基づいて販売の対象となっている物品

の個体を特定し、その特定された物品に関する情報とし

て、データベースに販売日を記録するステップと、
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物品の買い取り時に、その物品に付されているオリジナ

ルコードを買い取りデータとして取得するステップと、

前記買い取りデータに基づいて前記データベースを検索

することにより買い取りの対象となっている物品の販売

日を特定するステップと、

販売日から買い取り日までの期間に基づいて物品の買い

取り価格を演算するステップと、

を含むことを特徴とする物品の販売買い取り管理方法。

【請求項１１】  物品の買い取り価格を演算する前記ス

テップは、

前記買い取り日が所定の早期売り戻し期間内である場合

に前記買い取り価格を優遇買い取り価格とするステップ

と、

前記買い取り日が所定の早期売り戻し期間外である場合

に前記買い取り価格を前記優遇買い取り価格に比して安

い価格とするステップと、

を含むことを特徴とする請求項１０記載の販売買い取り

管理方法。

【請求項１２】  通信可能な外部コンピュータに対して

物品の販売サイトを提供するステップを含み、

早期売り戻しに関する前記広告は、前記販売サイトで行

われることを特徴とする請求項１０記載の販売買い取り

管理方法。

【請求項１３】  早期売り戻しに関する前記広告とし

て、前記販売サイドに、物品の買い取り日が所定の早期

売り戻し期間内である場合に適用される優遇買い取り価

格と、それ以外の場合に適用される通常買い取り価格と

を表示するステップを含むことを特徴とする請求項１２

記載の販売買い取り管理方法。

【請求項１４】  通信可能な外部コンピュータに対して

物品の買い取りサイトを提供する手段と、

前記買い取りサイトの所定箇所に入力されたオリジナル

コードを読み取るステップと、

読み取ったオリジナルコードに対応する物品を特定し、

その物品についての前記買い取り価格を前記買い取りサ

イトに表示する買い取り価格表示ステップと、

を更に含むことを特徴とする請求項１０または１２記載

の販売買い取り管理方法。

【請求項１５】  前記買い取り価格表示ステップは、

物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間内である場

合に適用される優遇買い取り価格を表示するステップ

と、

物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間外である場

合に適用される通常買い取り価格を表示するステップ

と、

を含むことを特徴とする請求項１４記載の販売買い取り

管理方法。

【請求項１６】  通信可能な外部コンピュータに対し

て、ユーザー別に個人サイトを提供するステップと、

ユーザー毎に、物品の購入および売り戻しに関する履歴

を記録するステップと、

前記個人サイトに、個々のユーザーが保有する物品のリ

ストと、それらの物品それぞれについての前記買い戻し

価格とを表示する情報表示ステップと、

を更に備えることを特徴とする請求項１０，１２および

１４の何れか１項記載の販売買い取り管理方法。

【請求項１７】  前記情報表示ステップは、

前記リストに含まれる物品のうち所定の早期売り戻し期

間が経過していないものについて、所定の優遇買い取り

価格を表示するステップと、

前記リストに含まれる物品のうち所定の早期売り戻し期

間が経過しているものについて、前記優遇買い取り価格

に比して安い通常買い取り価格を表示するステップと、

を含むことを特徴とする請求項１６記載の販売買い取り

管理方法。

【請求項１８】  ユーザーに販売された後売り戻されて

いない物品のうち、前記早期売り戻し期間の満了日まで

所定日数となったもの、或いは販売日から所定日数が経

過したものを抽出するステップと、

抽出された物品を保有するユーザーに対して、早期売り

戻し期間の満了が間近であることを知らせる電子メール

を送信するステップと、

を更に含むことを特徴とする請求項１３，１５および１

７の何れか１項記載の販売買い取り管理方法。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、物品の販売買い取

り管理システム、および物品の販売買い取り方法に係

り、特に、書籍などの販売買い取り管理に好適な管理シ

ステムおよび方法に関する。

【０００２】

【従来の技術】書籍やＣＤ（Compact Disc）、或いはゲ

ームソフトなどの商品は、中古市場で取引の対象とされ

ている。このような中古市場において、商品の売買は、

通常、それぞれ別個独立に行われている。すなわち、中

古商品の取り扱い業者は、一般に、個々の商品をその商

品の価値に見合った価格で販売し、また、中古商品の持

ち込みがあった場合に、その商品の価値を個別に判断し

て買い取りを行う。一方、中古市場を利用するユーザー

は、商品の購入時には、商品の価値と販売価格とに基づ

いて意志決定を行い、また、商品の売り渡し時には、提

示された買い取り価格と商品の価値とを比較考慮して意

志決定を行う。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】ところで、中古商品の

販売を行う場合は、良質の中古商品を効率的に数多く仕

入れることが重要である。そのためには、良質の商品が

早期に売り戻された場合にユーザーに利益が還元される

ような流通システムを構築し、かつ、その利益を広告し

て早期売り戻しをユーザーに促すことが有効である。
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【０００４】本発明は、上記の点に鑑みてなされたもの

であり、商品の販売と買い取りとを関連付けて行うこと

により、良質の商品を早期に売り戻す動機をユーザーに

与えることのできる物品の販売買い取り管理システムを

提供することを第１の目的とする。また、本発明は、商

品の販売と買い取りとを関連付けて管理することによ

り、良質の商品を早期に売り戻す動機をユーザーに与え

るための物品の販売買い取り管理方法を提供することを

第２の目的とする。

【０００５】

【課題を解決するための手段】請求項１記載の発明は、

上記第１の目的を達成すべく、個々の個体を特定するた

めのオリジナルコードが付された物品の販売および買い

取りを管理するシステムであって、物品の販売時に、そ

の物品に付されているオリジナルコードを販売データと

して取得する手段と、前記販売データに基づいて販売の

対象となっている物品の個体を特定し、その特定された

物品に関する情報として、データベースに販売日を記録

する手段と、物品の買い取り時に、その物品に付されて

いるオリジナルコードを買い取りデータとして取得する

手段と、前記買い取りデータに基づいて前記データベー

スを検索することにより買い取りの対象となっている物

品の販売日を特定する手段と、販売日から買い取り日ま

での期間に基づいて物品の買い取り価格を演算する手段

と、を備えることを特徴とする。

【０００６】請求項２記載の発明は、請求項１記載の販

売買い取り管理システムであって、物品の買い取り価格

を演算する前記手段が、前記買い取り日が所定の早期売

り戻し期間内である場合に前記買い取り価格を優遇買い

取り価格とする手段と、前記買い取り日が所定の早期売

り戻し期間外である場合に前記買い取り価格を前記優遇

買い取り価格に比して安い価格とする手段と、を含むこ

とを特徴とする。

【０００７】請求項３記載の発明は、請求項１記載の販

売買い取り管理システムであって、外部コンピュータと

の通信を可能とする通信手段と、外部コンピュータに対

して物品の販売サイトを提供する手段と、物品が早期に

売り戻される場合には、優遇された買い取り価格が適用

されることを、前記販売サイトに表示する優遇措置表示

手段と、を更に含むことを特徴とする。

【０００８】請求項４記載の発明は、請求項３記載の販

売買い取り管理システムであって、前記優遇措置表示手

段が、物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間内で

ある場合に適用される優遇買い取り価格を表示する手段

と、物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間外であ

る場合に適用される通常買い取り価格を表示する手段

と、を含むことを特徴とする。

【０００９】請求項５記載の発明は、請求項１または３

記載の販売買い取り管理システムであって、外部コンピ

ュータとの通信を可能とする通信手段と、外部コンピュ

ータに対して物品の買い取りサイトを提供する手段と、

前記買い取りサイトの所定箇所に入力されたオリジナル

コードを読み取る手段と、読み取ったオリジナルコード

に対応する物品を特定し、その物品についての前記買い

取り価格を前記買い取りサイトに表示する買い取り価格

表示手段と、を更に備えることを特徴とする。

【００１０】請求項６記載の発明は、請求項５記載の販

売買い取り管理システムであって、前記買い取り価格表

示手段が、物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間

内である場合に適用される優遇買い取り価格を表示する

手段と、物品の買い取り日が所定の早期売り戻し期間外

である場合に適用される通常買い取り価格を表示する手

段と、を含むことを特徴とする。

【００１１】請求項７記載の発明は、請求項１，３およ

び５の何れか１項記載の販売買い取り管理システムであ

って、外部コンピュータとの通信を可能とする通信手段

と、外部コンピュータに対してユーザー別に個人サイト

を提供する手段と、ユーザー毎に、物品の購入および売

り戻しに関する履歴を記録する手段と、前記個人サイト

に、個々のユーザーが保有する物品のリストと、それら

の物品それぞれについての前記買い戻し価格とを表示す

る情報表示手段と、を更に備えることを特徴とする。

【００１２】請求項８記載の発明は、請求項７記載の販

売買い取り管理システムであって、前記情報表示手段

が、前記リストに含まれる物品のうち所定の早期売り戻

し期間が経過していないものについて、所定の優遇買い

取り価格を表示する手段と、前記リストに含まれる物品

のうち所定の早期売り戻し期間が経過しているものにつ

いて、前記優遇買い取り価格に比して安い通常買い取り

価格を表示する手段と、を含むことを特徴とする。

【００１３】請求項９記載の発明は、請求項４，６およ

び８の何れか１項記載の販売買い取り管理システムであ

って、ユーザーに販売された後売り戻されていない物品

のうち、前記早期売り戻し期間の満了日まで所定日数と

なったもの、或いは販売日から所定日数が経過したもの

を抽出する手段と、抽出された物品を保有するユーザー

に対して、早期売り戻し期間の満了が間近であることを

知らせる電子メールを送信する手段と、を更に備えるこ

とを特徴とするものである。

【００１４】また、請求項１０記載の発明は、上記第２

の目的を達成すべく、個々の個体を特定するためのオリ

ジナルコードが付された物品の販売および買い取りを管

理する方法であって、購入した物品を早期に売り戻すと

優遇された買い取り価格が適用されることをユーザーに

広告するステップと、物品の販売時に、その物品に付さ

れているオリジナルコードを販売データとして取得する

ステップと、前記販売データに基づいて販売の対象とな

っている物品の個体を特定し、その特定された物品に関

する情報として、データベースに販売日を記録するステ

ップと、物品の買い取り時に、その物品に付されている
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オリジナルコードを買い取りデータとして取得するステ

ップと、前記買い取りデータに基づいて前記データベー

スを検索することにより買い取りの対象となっている物

品の販売日を特定するステップと、販売日から買い取り

日までの期間に基づいて物品の買い取り価格を演算する

ステップと、を含むことを特徴とする。

【００１５】請求項１１記載の発明は、請求項１０記載

の販売買い取り管理方法であって、物品の買い取り価格

を演算する前記ステップが、前記買い取り日が所定の早

期売り戻し期間内である場合に前記買い取り価格を優遇

買い取り価格とするステップと、前記買い取り日が所定

の早期売り戻し期間外である場合に前記買い取り価格を

前記優遇買い取り価格に比して安い価格とするステップ

と、を含むことを特徴とする。

【００１６】請求項１２記載の発明は、請求項１０記載

の販売買い取り管理方法であって、通信可能な外部コン

ピュータに対して物品の販売サイトを提供するステップ

を含み、早期売り戻しに関する前記広告は、前記販売サ

イトで行われることを特徴とする。

【００１７】請求項１３記載の発明は、請求項１２記載

の販売買い取り管理方法であって、早期売り戻しに関す

る前記広告として、前記販売サイドに、物品の買い取り

日が所定の早期売り戻し期間内である場合に適用される

優遇買い取り価格と、それ以外の場合に適用される通常

買い取り価格とを表示するステップを含むことを特徴と

する。

【００１８】請求項１４記載の発明は、請求項１０また

は１２記載の販売買い取り管理方法であって、通信可能

な外部コンピュータに対して物品の買い取りサイトを提

供する手段と、前記買い取りサイトの所定箇所に入力さ

れたオリジナルコードを読み取るステップと、読み取っ

たオリジナルコードに対応する物品を特定し、その物品

についての前記買い取り価格を前記買い取りサイトに表

示する買い取り価格表示ステップと、を更に含むことを

特徴とする。

【００１９】請求項１５記載の発明は、請求項１４記載

の販売買い取り管理方法であって、前記買い取り価格表

示ステップが、物品の買い取り日が所定の早期売り戻し

期間内である場合に適用される優遇買い取り価格を表示

するステップと、物品の買い取り日が所定の早期売り戻

し期間外である場合に適用される通常買い取り価格を表

示するステップと、を含むことを特徴とする。

【００２０】請求項１６記載の発明は、請求項１０，１

２および１４の何れか１項記載の販売買い取り管理方法

であって、通信可能な外部コンピュータに対して、ユー

ザー別に個人サイトを提供するステップと、ユーザー毎

に、物品の購入および売り戻しに関する履歴を記録する

ステップと、前記個人サイトに、個々のユーザーが保有

する物品のリストと、それらの物品それぞれについての

前記買い戻し価格とを表示する情報表示ステップと、を

更に備えることを特徴とする。

【００２１】請求項１７記載の発明は、請求項１６記載

の販売買い取り管理方法であって、前記情報表示ステッ

プが、前記リストに含まれる物品のうち所定の早期売り

戻し期間が経過していないものについて、所定の優遇買

い取り価格を表示するステップと、前記リストに含まれ

る物品のうち所定の早期売り戻し期間が経過しているも

のについて、前記優遇買い取り価格に比して安い通常買

い取り価格を表示するステップと、を含むことを特徴と

する。

【００２２】請求項１８記載の発明は、請求項１３，１

５および１７の何れか１項記載の販売買い取り管理方法

であって、ユーザーに販売された後売り戻されていない

物品のうち、前記早期売り戻し期間の満了日まで所定日

数となったもの、或いは販売日から所定日数が経過した

ものを抽出するステップと、抽出された物品を保有する

ユーザーに対して、早期売り戻し期間の満了が間近であ

ることを知らせる電子メールを送信するステップと、を

更に含むことを特徴とする。

【００２３】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照してこの発明の

実施の形態について説明する。尚、各図において共通す

る要素には、同一の符号を付して重複する説明を省略す

る。

【００２４】実施の形態１．図１は、本発明の実施の形

態１である販売買い取り管理システムの概要を説明する

ための図を示す。より具体的には、図１（Ａ）は本実施

形態の管理システムの主要部を表すブロック図である。

また、図１（Ｂ）および図１（Ｃ）は、主として図１

（Ａ）に示す管理システムの動作を説明するためのフロ

ーチャートである。

【００２５】本実施形態の管理システムは、書籍やＣ

Ｄ、或いはゲームソフトなどの中古商品の販売および買

い取りの管理に好適である。以下、本実施形態の管理シ

ステムにより、書籍（すなわち、古本）の販売および買

い取りを管理する場合について説明する。尚、本明細書

において「書籍」には、コミック本や雑誌も含まれるも

のとする。

【００２６】書籍には、通常、ＩＳＢＮ（Internationa

l Standard Book Number）と呼ばれる番号に対応するバ

ーコードが付されている。ＩＳＢＮは、書籍の種別毎

に、すなわち、題名、出版社、著者名、発行日などで特

定される個々の書籍毎に付与される。従って、書籍に付

されたＩＳＢＮを読み取ることで、その書籍の種別を判

別することができる。

【００２７】本実施形態では、販売する書籍に対して、

ＩＳＢＮに加えて、同種の書籍間で個々の個体を判別す

るためのコードが付される。以下、ＩＳＢＮと上記のコ

ードとを合わせたものを「オリジナルコード」と称す。

従って、本実施形態では、オリジナルコードに基づい
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て、販売される全ての書籍の範囲内で中で一冊一冊の書

籍を特定することができる。

【００２８】図１（Ａ）に示すように、本実施形態の管

理システムは、データ入力インターフェース（ＩＦ）１

０を備えている。データ入力ＩＦ１０は、例えば、古本

の販売および買い取りを行う店舗に設置されたバーコー

ドリーダーやキーボードなどで実現される。データ入力

ＩＦには、ホストコンピュータ１２が接続されている。

また、ホストコンピュータ１２には、データベース１４

が接続されている。

【００２９】図１（Ｂ）は、書籍の販売時における処理

の流れを説明するためのフローチャートである。図１

（Ｂ）に示すように、本実施形態では、ユーザーに対し

て、商品の早期売り戻しについての特典が広告される。

より具体的には、本実施形態では、自社から購入した書

籍を、ユーザーが自社に対して早期に（例えば１月以内

に）売り戻した場合に、その商品を優遇価格（例えば販

売価格の１／２）で買い取ることがユーザーに広告され

る（ステップ１００）。

【００３０】この場合、ユーザーは、特定の書籍の購入

を決める段階で、その書籍の販売価格に加えて、その販

売価格と優遇買い取り価格との差額、すなわち、早期売

り戻しを前提とした場合の実質的な支払額を考慮するこ

とができる。そして、販売価格だけを考えると購入が躊

躇される場合であっても、書籍の価値が上記の実質的な

支払い額を越えていると判断できる場合には、ユーザー

は満足してその書籍を購入することができる。

【００３１】早期売り戻しに対して上記の特典を認める

流通システムを実現するためには、ユーザーから中古書

籍が持ち込まれた場合に、その書籍が早期売り戻しの条

件を満たしているか、すなわち、その売り戻しの意志表

示が販売日から所定期間内（例えば１ヶ月）に行われた

か否かを判別する必要がある。

【００３２】上記の判断を可能とするため、本実施形態

では、個々の書籍の販売時に、データ入力ＩＦ１０を使

って、オリジナルコードを含む販売データが入力される

（ステップ１０２）。ホストコンピュータ１２は、販売

データに含まれるオリジナルコードに基づいて販売され

る書籍の個体を識別する（ステップ１０４）。そして、

ホストコンピュータ１２は、上記の如く識別された個体

と関連付けて、書籍の販売日をデータベース１４に記録

する（ステップ１０６）。

【００３３】図１（Ｃ）は、ユーザーにより持ち込まれ

た中古書籍が早期売り戻しの条件を満たすか否かを判別

すべく、商品の買い取り時に実行される処理の流れを説

明するためのフローチャートである。尚、図１（Ｃ）に

示す一連の処理は、自社が販売した書籍を買い取る際

に、すなわち、持ち込まれた中古書籍に自社のオリジナ

ルコードが付されている場合に実行される処理である。

【００３４】図１（Ｃ）に示すように、商品の買い取り

時には、先ず、データ入力ＩＦ１０により、書籍に付さ

れているオリジナルコードを含む買い取りデータが入力

される（ステップ１１０）。ホストコンピュータ１２

は、そのオリジナルコードに基づいて、ユーザーにより

持ち込まれた書籍の個体を識別する（ステップ１１

２）。そして、その個体と関連付けてデータベース１４

に記録されている販売日、すなわち、その書籍の販売日

が読み出される（ステップ１１４）。

【００３５】ホストコンピュータ１２は、書籍の売り戻

し日が、書籍の販売日から所定期間（例えば１ヶ月）以

内であるか否かを判別し、その結果に基づいて買い取り

価格を決定する。具体的には、書籍の売り戻し日が販売

日から所定期間以内である場合には、その書籍の買い取

り価格を所定の優遇価格（例えば販売価格の１／２）に

決定する。一方、書籍の売り戻し日が所定期間内でない

場合は、その買い取り価格を上記の優遇価格に比して安

い価格に決定する（ステップ１１６）。

【００３６】以後、上記の如く演算された買い取り価格

がユーザーに提示され（ステップ１１８）、ユーザー

は、提示された価格に基づいて書籍を売り戻すか否かを

決定することができる。

【００３７】上述の如く、本実施形態の管理システムに

よれば、書籍に付されたオリジナルコードを読み取るこ

とで、ユーザーにより持ち込まれた書籍が早期売り戻し

の条件を満たしているか否かを確実に判断することがで

きる。そして、その判断結果に基づいて、早期に売り戻

された書籍には、ユーザーにより長期間所持された書籍

に比して高い買い取り価格を提示することができる。

【００３８】本実施形態において、ユーザーは、購入し

た書籍を、早期に、かつ、自社に対して売り戻すように

動機付けられる。このため、本実施形態によれば、数多

くの中古書籍を高い回転率で効率的に収集することが可

能となる。また、本実施形態において、ユーザーは、レ

ンタルに類似する感覚で安い価格で気軽に書籍を利用す

ることができる。このため、本実施形態の方法によれ

ば、書籍の利用価値を高めることができる。

【００３９】また、本実施形態では、過去に自社が販売

した商品、すなわち、過去の履歴が明らかな商品を集中

的に収集することができる。自社が販売した商品であ

り、かつ、早期に売り戻される商品については、美観な

どの評価項目が所定のレベル以上であることが期待でき

る。従って、本実施形態によれば、良質の商品を効率的

に収集することができる。書籍のようにその商品価値が

美観により大きく左右される商品の場合、本実施形態に

よる上記の効果は効率的な商品の仕入れを行う上で極め

て有益である。

【００４０】実施の形態２．次に、図２乃至図７を参照

して、本発明の実施の形態２について説明する。本実施

形態の販売買い取り管理システムは、インターネット上

で行われる商品の販売および買い取りを管理するための
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システムである。以下、実施の形態１の場合と同様に、

売買の対象が書籍である場合について説明する。

【００４１】本実施形態の管理システムは、図１（Ａ）

に示すシステム構成において、ホストコンピュータ１４

をインターネット回線に接続することで実現される。図

２は、ホストコンピュータ１４にアクセスしたユーザー

のコンピュータ画面上に表示される販売サイトの一例を

示す。

【００４２】図２に示す販売サイトには、提供可能な書

籍のリスト、或いはユーザーによる検索の結果選ばれた

書籍のリストが表示されている。このリストにおいて、

個々の書籍については、書籍の題名（書名）、著者名、

および出版社など、書籍の種別を特定するために必要な

情報と、その書籍の販売価格（売価）、および購入アイ

コン「買う」が表示されている。更に、図２に示す販売

サイトには、所定の期間内の売り戻しに対しては優遇買

い取り価格が適用されることが表示されている。

【００４３】特定の書籍について「買う」アイコンがク

リックされると、図３に示す確認画面が表示される。確

認画面には、書籍の種別を特定するための情報と共に、

その書籍の定価、並びに本サイトでの中古売価（図中、

「Book Off売価」と表示）が表示される。この画面で再

び「買う」アイコンがクリックされると、以後、決済に

必要な画面等が順次表示される。

【００４４】ユーザーによる購入注文は、ホストコンピ

ュータ１２に記録される。そして、所定のタイミングで

その記録内容が読み出されて商品の発送処理が行われ

る。本実施形態において、発送される書籍には、実施の

形態１の場合と同様にオリジナルコードが付される。そ

して、商品の発送時に、現実に発送される書籍に付され

ているオリジナルコードが読み取られ、実施の形態１の

場合と同様に、その書籍の販売日がデータベース１４に

記録される。

【００４５】図４は、ホストコンピュータ１４にアクセ

スしたユーザーのコンピュータ画面上に表示される買い

取りサイトの一例を示す。図４に示す買い取りサイトに

は、売買の対象となる書籍の情報を入力するための欄、

およびその入力を促すコメントが表示される。より具体

的には、書籍に付されているオリジナルコード（図中

「Book Offコード」と表示）、或いはＩＳＢＮコードお

よび書名を入力するための欄と、その入力を促すコメン

トが表示される。

【００４６】図４に示す画面中に必要なデータが入力さ

れ、更に「ＯＫ」アイコンが操作されると、次に図５に

示す画面が表示される。オリジナルコードが入力されて

いる場合、上記の処理が実行された後、ホストコンピュ

ータ１２では、書籍の個体を識別する処理、およびその

書籍の販売日を読み出す処理が行われる。その結果に基

づいて、図５に示す画面には、書籍の種別を表す情報と

共に、その書籍の販売価格（例えば２００円）、早期売

り戻し期間とその期間中における買い取り価格（例えば

１００円）、および早期売り戻し期間経過後の最高の買

い取り価格（例えば５０円）が表示される。

【００４７】図５に示す画面中で「ＯＫ」アイコンが操

作されると、図６に示す買い取り書籍一覧表が表示され

る。図６に示す画面において、「まだ売る」アイコンが

クリックされると、再び図４に示す画面が表示され、上

述した一連の処理が繰り返される。一方、「ＯＫ」アイ

コンがクリックされると、図７に示す謝辞画面が表示さ

れる。ユーザーにより入力された売り注文はホストコン

ピュータ１２に記録される。そして、所定のタイミング

でその記録内容が読み出されて、宅配便等を利用した商

品の引き取り処理が実行される。

【００４８】上述の如く、本実施形態では、個々の商品

を、販売日を記録したうえで発送しているため、オリジ

ナルコードが入力されることを条件に、買い取りサイト

において、個々の商品の早期売り戻し期間や、その期間

内における優遇買い取り価格を表示することができる。

それらの情報をユーザーに提供すれば、商品の早期売り

戻しをユーザーに動機付けることができる。従って、本

実施形態のシステムによれば、商品の販売および購入に

関する契約をインターネット上で行いつつ、実施の形態

１の場合と同様に、商品の利用価値を高め、かつ、良質

の商品の効率的な仕入れを可能とすることができる。

【００４９】実施の形態３．次に、図８および図９を参

照して、本発明の実施の形態３について説明する。図８

および図９は、実施の形態２における図２および図３の

画面に代えて用いることのできる販売サイトの他の例を

示す。図８に示す画面において、個々の書籍について

は、図２に示す画面中に含まれる情報等に加えて、早期

売り戻し期間内における優遇買い取り価格（図中、「１

month buy」と表示）、および売価と優遇買い取り価格

との差額が表示されている。

【００５０】同様に、図９に示す画面には、図３に示す

内容に加えて、早期売り戻し期間内における優遇買い取

り価格、および売価と優遇買い取り価格との差額が表示

されている。商品の販売サイトでこのような表示を行う

ことによれば、早期売り戻しを前提とした実質的な支払

額をユーザーに強く認識させることができ、ユーザーの

購入意欲を刺激し、また、早期売り戻しをユーザーに強

く認識させることができる。このため、本実施形態によ

れば、早期売り戻し制度を採用することによる効果を実

施の形態２の場合に比して更に高めることができる。

【００５１】実施の形態４．次に、図１０乃至図１２を

参照して、本発明の実施の形態４について説明する。図

１０乃至図１２は、ホストコンピュータ１４にアクセス

したユーザーのコンピュータ画面上に表示される個人書

棚サイトの画面を示す。本実施形態の管理システムで

は、実施の形態２または３の機能に加えて、個々のユー

ザーに対して、個人の蔵書を管理するための個人書棚サ
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イトを提供することができる。

【００５２】図１０に示す画面は、個人書棚サイトに入

るための情報入力画面を示す。会員登録をすることでＩ

Ｄとパスワードが付与されているユーザーは、この画面

でそれらの情報を入力することで図１１または図１２に

示すサイトに進むことができる。

【００５３】本実施形態において、データベース１４に

は、会員登録された個々のユーザーの購入および売り戻

しに関する履歴が記録されている。図１１に示すサイト

は、その記録に基づいて、ユーザーが現在保有している

書籍のリスト、すなわち、自社から購入された後売り戻

されていない書籍のリストを表示するためのサイトであ

る。このサイトに表示されるリストにおいて、個々の書

籍については、その種別を特定するための情報と共に、

購入日、現在の買い取り価格、および「売る」アイコン

が表示される。尚、現在の買い取り価格は、早期売り戻

しの条件を満たすか否かに応じて実施の形態１～３の手

法で決定される価格である。

【００５４】図１２に示すサイトは、ユーザーが過去に

購入した書籍のリストを表示するためのサイトである。

このサイトにおいて、個々の書籍に関しては、その種別

を特定するための情報と共に、購入日、および売り戻し

日或いは「保有」表示が列挙される。

【００５５】ユーザーは、これらのサイトにアクセスす

ることで、自己の保有する書籍の管理を容易に行うこと

ができると共に、保有する書籍の現在の買い取り価格を

容易に知ることができる。このようなサイトを提供する

ことによれば、ユーザーに対して、早期売り戻し期間中

における売り戻しを促すことができ、また、ユーザーに

とって不要な書籍の売り戻しを喚起することができる。

このため、本実施形態のシステムによれば、早期売り戻

し制度を採用することによる効果を、実施の形態１～３

の場合に比して更に高めることができる。

【００５６】尚、上述した実施の形態４では、個人書棚

サイトに早期売り戻し期間の満了日が表示されていない

が、本発明はこれに限定されるものではない。すなわ

ち、購入日と共に、或いは購入日に代えて、個人書棚サ

イトに早期売り戻し期間の満了日を表示することとして

もよい。

【００５７】実施の形態５．次に、図１３を参照して本

発明の実施の形態５について説明する。本実施形態にお

いて、販売買い取り管理システムは、実施の形態２乃至

４の何れかと同様に機能することに加えて、早期売り戻

し期間の満了日を電子メールによって事前にユーザーに

知らせ機能を有している。

【００５８】図１３は、上記の電子メールサービスを実

現するためにホストコンピュータ１２が実行する処理の

流れを説明するためのフローチャートを示す。図１３に

示す一連の処理は、一日に一度所定のタイミングで実行

される。この処理では、先ず、データベース１４内の記

録に基づいて、早期売り戻し期間の満了に関して注意を

喚起すべき商品（例えば、一週間後に早期売り戻し期間

が満了する商品）が抽出される（ステップ１２０）。

【００５９】次に、抽出された商品を個々のユーザー別

に整理し、電子メールを発送すべき個々のユーザー毎

に、注意を喚起すべき商品のリストと、早期売り戻し期

間の満了日とを含む電子メールが作成される（ステップ

１２２）。

【００６０】そして、上記の如く作成された電子メール

が送信されることにより（ステップ１２４）、電子メー

ルサービスの処理が終了する。

【００６１】上記の電子メールサービスによれば、ユー

ザーに対して、早期売り戻し期間の満了に関する情報を

適宜提供することができる。このため、本実施形態の管

理システムによれば、早期売り戻し期間内における商品

の回収率を、実施の形態２乃至４の場合に比して高める

ことができる。

【００６２】ところで、上述した実施の形態１乃至５で

は、販売および買い取りの対象が書籍に限定されている

が、本発明はこれに限定されるものではない。すなわ

ち、販売および買い取りの対象は、書籍の他、ゲームソ

フト、ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオソフトなどであってもよ

い。更には、その対象は、幼児・子供用品、スポーツ用

品、貴金属などであってもよい。

【００６３】また、上述した実施の形態１乃至５では、

物品の管理にバーコードが用いられているが、その管理

に用いられるコードはバーコードに限定されるものでは

ない。すなわち、そのコードは、文字列で構成されるも

のであってもよい。

【００６４】また、上述した実施の形態１乃至５では、

早期売り戻し期間を設定し、その期間内であるか否かに

より商品の買い取り価格に差を設けることとしている

が、買い取り価格の設定規則はこれに限定されるもので

はない。すなわち、本発明においては、商品の販売日か

ら買い取り日までの保有期間が商品の買い取り価格に反

映されていればよく、例えば、その保有期間に基づい

て、より細かく買い取り価格を異ならせることとしても

よい。

【００６５】

【発明の効果】この発明は以上説明したように構成され

ているので、以下に示すような効果を奏する。請求項１

または１０記載の発明によれば、販売日から購入日まで

の期間に応じて買い取り価格を決定することで、ユーザ

ーに対して物品の早期売り戻しを動機付けることができ

る。また、本発明によれば、煩雑な管理を行うことな

く、容易かつ正確に、販売日から買い取り日までの期間

に応じた買い取り価格を演算することができる。

【００６６】請求項２または１１記載の発明によれば、

所定の早期売り戻し期間内における物品の売り戻しを促

すことができる。このため、本発明によれば、物品の回
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【００６７】請求項３または１２記載の発明によれば、

ユーザーによる外部コンピュータからのアクセスを認

め、物品のオンライン売買を可能とすることができる。

また、本発明では、販売サイトにおいて早期売り戻しに

対する優遇措置を広告することで、ユーザーの物品購入

を後押しすることができる。

【００６８】請求項４または１３記載の発明によれば、

外部コンピュータを使って販売サイトにアクセスしてく

るユーザーに対して、所定の早期売り戻し期間内に物品

を売り戻すことによるメリットを知らせることができ

る。この場合、販売価格と優遇売り戻し価格との差額が

実質的な支払額として認識できるため、ユーザーによる

購入の意志決定を促すことができる。

【００６９】請求項５または１４記載の発明によれば、

外部コンピュータを使ってアクセスしてくるユーザー

に、販売日からの経過日数に応じて変化する物品の売り

戻し価格を提示することができる。このため、本発明に

よれば、ユーザーに対して、物品の売り戻しを有効に促

すことができる。

【００７０】請求項６または１５記載の発明によれば、

外部コンピュータを使って買い取りサイトにアクセスし

てくるユーザーに対して、所定の早期売り戻し期間内に

おける物品の売り戻しを動機付けることができる。

【００７１】請求項７または１６記載の発明によれば、

外部コンピュータを使ってアクセスしてくるユーザーに

対して個人サイトを提供し、その中で、個々のユーザー

が保有する物品の買い取り価格を提示することができ

る。

【００７２】請求項８または１７記載の発明によれば、

外部コンピュータを使って個人サイトにアクセスしてく

るユーザーに対して、所定の早期売り戻し期間内におけ

る物品の売り戻しを動機付けることができる。

【００７３】請求項９または１８記載の発明によれば、

早期売り戻し期間の満了前の所定のタイミングで、個々

のユーザーに対して、電子メールにより、その満了前の

売り戻しを促すことができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】  本発明の実施の形態１の販売買い取り管理シ

ステムの構成および機能を説明するためのブロック図お

よびフローチャートである。

【図２】  本発明の実施の形態２の管理装置により提供

される販売サイトの画面例（その１）である。

【図３】  本発明の実施の形態２の管理装置により提供

される販売サイトの画面例（その２）である。

【図４】  本発明の実施の形態２の管理装置により提供

される買い取りサイトの画面例（その１）である。

【図５】  本発明の実施の形態２の管理装置により提供

される買い取りサイトの画面例（その２）である。

【図６】  本発明の実施の形態２の管理装置により提供

される買い取りサイトの画面例（その３）である。

【図７】  本発明の実施の形態２の管理装置により提供

される買い取りサイトの画面例（その４）である。

【図８】  本発明の実施の形態３の管理装置により提供

される販売サイトの画面例（その１）である。

【図９】  本発明の実施の形態３の管理装置により提供

される販売サイトの画面例（その２）である。

【図１０】  本発明の実施の形態４の管理装置により提

供される個人書棚サイトの画面例（その１）である。

【図１１】  本発明の実施の形態４の管理装置により提

供される個人書棚サイトの画面例（その２）である。

【図１２】  本発明の実施の形態４の管理装置により提

供される個人書棚サイトの画面例（その３）である。

【図１３】  本発明の実施の形態５の管理装置の機能を

説明するためのフローチャートである。

【符号の説明】

１０  データ入力インターフェース

１２  ホストコンピュータ

１４  データベース

【図２】 【図３】
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【図１】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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